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故ふ
る
さ
と郷

へ
、二は

た

ち
十
歳
の
誓
い

１
月
３
日
、
平
成
24
年
津
和
野
町
成
人
式
が
津
和
野
体
育
館
で
行
わ
れ
、

対
象
者
89
人
の
う
ち
74
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

3 広報つわの

岩本 直登（門林）

水津 一樹（三渡曽庭）菅野 高之（相撲ヶ原）臺 慎平（下高野）竹内 悠子（町田）

京村 真平（一ノ谷）桑原 まき（本町一）小松 美咲（扇町）佐伯 瞳（金見町上）

榊野 寛之（森四）

金山 豪志（下横瀬）岸田 拓也（清水町） 可部 勇真（柳）木村 典人（北二）

木村 龍太郎（商人下）

江山 優（森一）大上 純子（東一）大羽 真喜子（岩瀬戸）岡﨑 愛理（野地）

奥田 槙子（西二）

岩田 凜（枕瀬西）岩見 基史（扇町）岩本 結衣（東一）内田 勇気（枕瀬西）

江口 香奈美（市尾・戸谷）

石川 丈（三渡曽庭）石川 愛美（程彼）石川 美紀（北一）石橋 佳樹（三歩市）出本 真由（市尾・戸谷）

青木 美紅（鷲原二上）青木 洋平（添谷）青木 怜奈（左鐙西）赤松 綾（北一）阿部 翔太（滝元上）

式
典
で
は
、
は
じ
め
に
津
和
野
町
民

憲
章
を
、
新
成
人
の
岩
本
基
史
さ
ん
と

一
緒
に
出
席
者
全
員
で
読
み
上
げ
ま
し

た
。次

に
、
下
森
町
長
が
新
成
人
へ
お
祝

い
の
言
葉
を
述
べ
る
中
で
、「
人
と
自
然

に
育
ま
れ
、
ぬ
く
も
り
の
あ
る
交
流
の

町
づ
く
り
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
」
と
新
成
人
へ
ふ
る

さ
と
の
活
性
化
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け

ま
し
た
。

ま
た
、
町
長
か
ら
成
人
者
に
記
念
品

が
贈
ら
れ
、
代
表
と
し
て
立
花
麗
さ
ん

に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
新
成
人
を
代
表
し
て
青
木

怜
奈
さ
ん
が
「
津
和
野
の
生
ん
だ
幾
多

の
先
輩
に
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
の
人
生
を
一
歩
一
歩
力
強
く
歩

み
、
立
派
な
社
会
人
と
な
る
よ
う
一
層

努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と

お
礼
の
言
葉
と
新
成
人
の
決
意
を
力
強

く
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
後
の
茶
話
会
で
は
、
新
成
人
一

人
ひ
と
り
か
ら
近
況
報
告
や
、
こ
れ
ま

で
支
え
て
く
れ
た
家
族
の
方
へ
感
謝
の

言
葉
が
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

最
後
に
新
成
人
全
員
で
記
念
撮
影

を
行
い
、
女
性
は
晴
れ
着
姿
で
出
席
、

な
か
に
は
羽
織
袴
姿
の
男
性
陣
も
い

て
、
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
喜
び
な
が
ら

会
場
は
華
や
か
な
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

同級生と記念撮影。綺麗な着物が似合ってます！

慣れないスーツに、すこ
し緊張した様子でした。

笑った顔がまだあど
けないですね。
すこしづつ社会人と
しての経験を積んで
いきましょう。

一生に一度しかない成人式。記念撮影にも熱が入ります。 式典の最後は万歳三唱で締めくくり。

答
辞
を
述
べ
る
青
木
怜
奈
さ
ん



国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保

障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や

け
が
で
重
い
障
が
い
が
残
っ
た
と
き

な
ど
に
も
年
金
を
支
給
し
、
思
い
が

け
な
い
人
生
の「
万
が
一
」も
サ
ポ
ー

ト
す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

20
歳
に
な
っ
た
ら

国
内
に
お
住
ま
い
の
20
～
60
歳
に

な
る
ま
で
の
す
べ
て
の
方
は
、
国
民

年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
付
す

る
義
務
が
あ
り
、
年
金
を
受
け
取
る

権
利
が
あ
り
ま
す
。

加
入
の
手
続
き

学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
方
で
、

20
歳
に
な
っ
て
第
１
号
被
保
険
者
と

な
る
方
は
、
役
場
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第
２

号
被
保
険
者
の
方
や
、
そ
の
被
保
険

者
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
の
第
３
号

被
保
険
者
の
方
は
、
勤
務
先
の
事
業

所
が
加
入
手
続
き
を
行
い
ま
す
の

で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

保
険
料
の
猶
予
・
免
除

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
の

平
成
23
年
度
の
保
険
料
額
は
、
月
額

１
万
５
，
０
２
０
円
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
で
き

な
い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
・
免
除
と
な
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
内
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

は
、
所
得
が
な
い
学
生
の
方
の
ご
本

人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。
こ
れ
ら
の

申
請
を
し
な
い
ま
ま
、
年
金
保
険
料

が
未
納
と
な
る
と
、
老
後
に
年
金
を

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
金
額
が
低

く
な
っ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、「
万
が
一
」
の
と
き
に

障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど
の

思
わ
ぬ
事
態
を
招
き
ま
す
。

ま
た
、
学
生
以
外
の
一
般
の
自
営

業
者
の
方
な
ど
は
、
経
済
的
な
理
由

等
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

と
き
に
、
ご
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

健
康
保
険
課
☎
72
―
０
６
５
１

国
民
年
金
に

忘
れ
ず
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

5 広報つわの
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新
成
人
の
み
な
さ
ー
ん

藤井 翔子（中川）益成 翔太（左鐙東）益成 匡（野広）

松村 悠平 ( 本町二）

野村 祥太郎（本町一）林 佑香（堤田）原内 星奈（枕瀬東）

弘田 惠理（畳）

長嶺 直斗（笹山）長嶺 真里子（田代・徳次）長安 健太（清水町）

野村 幸平（木ノ口下）

中川 知美（青原）永田 彩華（森二）

永嶺 億人（青原）

益成 稔侍（左鐙西）

東﨑原 慎（東一）

西島 優（下高野）

中野 大作（小直）山本 竜一（川尻）

吉田 健吾（畳）渡邉 省吾（鷲原二上）

村田 康貴（鷲原二上）

松本 紗貴子（西三）

望月 瞭（本町二）

三宅 和子（鷲原一）

森川 紗妃（中座二）

宮藤 真奈実（中座二）

安村 理穂（須川元郷）

村上 杏里（相撲ヶ原）

山城 健志（東二）

村上 凡晃（野口）

茶話会では、新成人
の皆さんが20歳の
誓いを述べていまし
た。中には自分の仕
事の宣伝をする方も
いました。
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立花 麗（寺田上）谷 美星子（木ノ口下） 竹長 淳子（吹野上）佃 正仁（清水町）德政 菜穂（西三）

冨田 源次（上横道） 豊田 友里江（栄町）

写真については、掲載について同意の得られた方を 50音順で掲載しています。
当日出席できなかった方についても、氏名のみ紹介しています。
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町
民
の
皆
様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
に
は
輝
か
し
い
新
年
の
幕
開
け

を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と
と
お
喜
び

申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
津
和
野
町
政
の
推
進
に
あ

た
り
温
か
い
ご
理
解
と
ご
支
援
を
頂
き

ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

未
曾
有
の
震
災
を
経
て

さ
て
、
昨
年
は
3
月
11
日
に
東
日
本

大
震
災
が
発
生
し
、
甚
大
な
被
害
が

生
じ
た
未
曾
有
の
大
災
害
と
な
り
ま
し

た
。現

在
に
お
い
て
も
復
興
中
途
で
あ

り
、
被
災
者
の
皆
様
に
は
ま
だ
ま
だ
傷

の
癒
え
な
い
厳
し
い
生
活
が
続
い
て
い

る
こ
と
が
連
日
報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
改
め
て
被
災
者
の
皆
様
に
お
見
舞

い
を
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
は
、
災
害
発
生
後
よ

考
に
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

教
育
関
係
に
お
い
て
は
、
平
成
22
年

度
よ
り
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
津
和
野

町
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
が
も
う
間
も
な
く
策

定
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

平
成
24
年
度
よ
り
当
ビ
ジ
ョ
ン
を
基

本
と
し
て
、
津
和
野
町
の
豊
か
な
教
育

資
源
を
活
用
し
た
津
和
野
ら
し
い
特
色

あ
る
教
育
を
実
践
す
る
べ
く
、
そ
の
た

め
の
予
算
付
け
も
重
点
的
に
行
っ
て
ま

い
る
計
画
で
あ
り
ま
す
。

新
年
に
あ
た
り
昨
年
一
年
間
の
振
り

返
り
と
本
年
の
抱
負
を
述
べ
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
が
、
全
体
と
し
て
は
一
昨
年

の
国
勢
調
査
の
結
果
で
あ
る
津
和
野
町

の
人
口
減
少
率
11
．
４
％
、
島
根
県
内

の
自
治
体
で
は
最
も
高
い
減
少
率
と
い

う
厳
し
い
現
実
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、

津
和
野
町
の
様
々
な
活
性
化
策
に
取
り

組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気

持
ち
を
新
た
に
し
て
お
り
ま
す
。

町
長
就
任
以
来
2
年
が
経
過
し
、

折
り
返
し
地
点
か
ら
残
り
の
２
年
を
歩

み
は
じ
め
る
大
切
な
平
成
24
年
、
こ
れ

ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
新
規
事
業
、
更

に
は
準
備
を
進
め
て
き
た
施
策
を
し
っ

か
り
と
実
現
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は

直
ち
に
結
果
が
表
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
多
く
の
皆
様
に
魅
力
的
で

住
み
た
い
と
思
っ
て
頂
け
る
津
和
野
町

り
義
援
金
、
救
援
物
資
等
に
て
町
よ
り

行
っ
た
被
災
地
支
援
に
多
大
な
ご
協
力

を
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
心
か
ら
お
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
も
出

来
得
る
限
り
の
支
援
を
続
け
て
ま
い
る

こ
と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
の
災
害
は
津
和
野
町
に
と
り

ま
し
て
も
、
改
め
て
防
災
に
つ
い
て
重

要
性
を
認
識
す
る
契
機
と
な
り
ま
し

た
。こ

う
し
た
中
、
昨
年
は
日
原
地
区
消

防
セ
ン
タ
ー
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。

一
昨
年
に
完
成
し
た
津
和
野
地
区
消

防
セ
ン
タ
ー
と
あ
わ
せ
、
本
町
の
消
防

拠
点
機
能
は
最
低
限
整
備
さ
れ
た
と
認

め
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
の

考
え
方
を
も
と
に
、
町
内
各
地
区
に
自

主
防
災
組
織
の
結
成
を
進
め
て
お
り
ま

し
て
、
現
在
ま
だ
ま
だ
数
は
少
な
い
も

の
の
、
今
後
少
し
ず
つ
結
成
地
区
を
増

や
す
べ
く
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

地
域
医
療
の
確
保

医
療
の
分
野
に
関
し
て
、
昨
年
は
ド

ク
タ
ー
ヘ
リ
の
導
入
を
島
根
県
が
実
施

い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
津
和
野
町
に
お
い
て
緊

急
の
措
置
を
要
す
る
患
者
が
発
生
し
た

場
合
に
、
出
雲
か
ら
40
分
程
度
で
飛
来

し
、
山
口
県
や
広
島
県
の
病
院
に
速
や

か
に
搬
送
す
る
体
制
が
整
っ
た
し
だ
い

で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
益
田
管
内
で
の
産
婦
人
科
医

不
足
か
ら
分
娩
制
限
が
行
わ
れ
る
な
ど

町
民
の
皆
様
に
ご
心
配
を
お
か
け
す
る

一
年
で
あ
り
ま
し
た
。
本
年
は
、
産
婦

人
科
医
が
新
た
に
1
名
確
保
で
き
る
こ

と
と
な
り
、
一
刻
も
早
い
分
娩
制
限
の

解
除
に
向
け
て
努
力
し
て
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

津
和
野
町
の
医
療
機
関
に
お
き
ま
し

て
も
、
年
間
を
通
し
て
医
師
、
看
護
師

の
確
保
に
奔
走
し
、
一
定
の
成
果
を
み

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
依

然
と
し
て
十
分
な
人
的
体
制
が
構
築

出
来
て
い
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
橘
井
堂
院
長
先
生
を
は
じ
め

と
す
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
の
献
身

的
な
お
働
き
に
よ
り
地
域
医
療
が
支
え

ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

わ
が
町
の
医
療
を
守
る
こ
と
に
対
す

る
尊
い
お
志
に
深
く
感
謝
を
す
る
と
と

も
に
、
町
民
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
を
は
じ

め
地
域
医
療
を
ま
ち
全
体
で
守
り
育
て

て
い
く
べ
く
、
引
き
続
き
深
い
ご
理
解

と
ご
支
援
を
頂
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

様
々
な
取
組
み
に
着
手

ま
た
、
昨
年
4
月
か
ら
は
新
交
通

体
系
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
町
営
バ
ス

が
町
内
ほ
ぼ
全
域
を
走
る
体
制
を
整
え

ま
し
た
。

高
齢
化
の
進
行
に
よ
る
生
活
の
不

便
を
改
善
す
る
一
助
と
し
て
の
役
割
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
部
地
域
で

消
費
拡
大
事
業
、
地
産
地
消
推
進
関

連
事
業
、
山
の
宝
で
も
う
一
杯
事
業
、

木
質
ボ
イ
ラ
ー
設
置
事
業
な
ど
数
多

く
の
新
規
事
業
に
取
り
組
ん
だ
年
で
も

あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
12
月
22
日
に
国
の
総

合
特
区
制
度
に
吉
賀
町
・
益
田
市
と
一

緒
に
取
り
組
ん
だ
「
清
流
高
津
川
ふ
る

さ
と
構
想
」
が
指
定
を
受
け
た
こ
と
は
、

追
い
風
と
な
る
と
て
も
明
る
い
ニ
ュ
ー

ス
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
有
害
鳥
獣
対
策
や
林

業
活
性
化
、鮎
資
源
の
増
殖
事
業
な
ど
、

高
津
川
流
域
に
お
け
る
様
々
な
事
業
を

推
進
す
る
こ
と
が
で
き
、
農
山
村
の
活

性
化
に
一
層
務
め
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

実
を
つ
け
る
一
年
に

平
成
24
年
度
は
、
町
長
就
任
以
来

準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
、
町
内

各
集
落
の
支
援
策
が
い
よ
い
よ
始
動
す

る
年
で
も
あ
り
ま
す
。

住
民
と
行
政
の
協
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

推
進
会
議
よ
り
答
申
頂
い
た
内
容
を
基

本
に
、
人
的
強
化
を
図
っ
た
公
民
館
の

活
用
と
職
員
の
地
域
担
当
制
の
導
入
、

各
集
落
の
財
源
確
保
策
な
ど
、
厳
し
い

財
政
状
況
で
あ
り
ま
す
の
で
十
分
と
は

言
え
な
い
ま
で
も
、
具
体
的
な
行
動
に

着
手
し
、
町
民
の
皆
様
の
ご
意
見
も
参

と
な
る
た
め
に
、
明
確
な
目
的
と
結
果

に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
進
ん
で

行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
町
民
の
皆

様
の
参
画
と
官
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
な
が
ら
、
誇
れ
る
津
和
野
町

の
財
産
を
活
用
し
、
町
民
の
皆
様
と
と

と
も
に
全
町
挙
げ
て
夢
と
希
望
の
持
て

る
町
を
創
る
べ
く
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

温
故
知
新
の
言
葉
の
通
り
諸
先
輩

が
守
り
育
て
て
こ
ら
れ
た
津
和
野
の
素

晴
ら
し
さ
を
変
え
る
こ
と
な
く
礎
と
し

な
が
ら
、
時
代
の
変
遷
に
即
し
て
新
し

い
取
り
組
み
も
加
え
て
行
く
、
20
年
後

に
は
人
口
が
半
減
す
る
と
の
予
測
も
な

さ
れ
る
中
、
何
も
し
な
け
れ
ば
何
も
変

わ
ら
な
い
と
の
気
概
を
胸
に
、
定
住
対

策
・
観
光
・
農
林
業
を
は
じ
め
と
し
た

地
場
産
業
の
振
興
策
、
高
齢
化
に
対
応

す
る
福
祉
対
策
、
教
育
の
充
実
、
交
通

網
の
整
備
、
等
々
一
歩
一
歩
着
実
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
年
も
、
町
民
の
皆
様
方
の
、
よ
り

一
層
の
温
か
く
力
強
い
ご
指
導
と
ご
支

援
を
賜
り
ま
す
よ
う
何
卒
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

年
頭
に
当
た
り
、
こ
の
一
年
町
民
の

皆
様
を
始
め
関
係
者
ご
一
同
の
ご
多
幸

を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
新
年
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

年
頭
の
ご
挨
拶

運行を開始したドクターヘリ。
出雲市にある島根県立中央病
院から片道およそ 40 分で到
着可能。

なごみの里に導入された木質
チップボイラ。

昨
年
末
に
国
の
総
合
特
区
の
指
定
を
受
け

た
“
清
流
”
高
津
川

は
多
く
の
皆
様
の
ご
利
用
を
頂
い
て
お

り
、
座
席
に
座
れ
な
い
事
態
が
発
生

し
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
て
お
り
ま

す
。
早
急
な
解
決
に
努
め
て
お
り
ま
す

の
で
、
も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
農
林
業
を
中
心
に
米
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 ５. 生命保険料控除

 6. 地震保険料控除

 ７. 扶養控除

 8. 障害者控除

 ９. 町民税・県民税住宅借入金等特別控除

受取人があなたやあなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族の生命保険料、個人年金保険

料などの掛金を支払った場合、一定の金額が所得から差し引かれます。申告には、保険会社等が発

行する証明書が必要です。

あなたやあなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族が常時居住している家屋等（生

活用資産）に掛けられる地震等を原因として保険金が支払われる損害保険契約等に係る

地震等損害部分の保険料を支払った場合、一定の金額が所得から差し引かれます。なお、

平成 18 年 12 月31日までに締結した一定の長期損害保険契約に係る保険料等を支払った

場合には、従前の損害保険料控除と同様の計算による金額を控除することができることとな

っています。（地震保険料控除と合わせて限度額があります。）申告には、それぞれ保険会

社等が発行する証明書が必要です。

平成 24 年度から16 歳未満の扶養控除が廃止になりました。また、16 歳以上 19 歳未満の扶養控除の上乗せ部分も

廃止になりました。ただし、町県民税の非課税限度額等の算定基準となりますので、16 歳未満の扶養親族については

申告が必要です。

あなたや、あなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族に障がい者があるときは、一

定額が所得から差し引かれます。

( この申告で、はじめて控除をうけられる方は障害者手帳か、役場発行の障害者控除証明

書をご提示ください。)

平成 11 年から平成 18 年までの間及び平成 21 年から平成 25 年までに入居される方で、源泉徴収票の摘要欄に住宅

借入金等特別控除可能額の記載があり、この額が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合が対象となります。

ただし、平成 11 年から平成 18 年までに入居された方で､ 山林所得や退職所得等がある方は、住宅借入金等特別税

額控除申告書を提出することにより特別控除額が通常計算される控除額より大きくなる場合があります。

その場合には､ 町へ申告書を提出することが必要となりますので、平成 24 年 3 月15日（木）までに役場本庁舎税務

住民課窓口又は津和野庁舎健康保険課総合窓口に提出してください。（申告には印鑑と源泉徴収票が必要です。）

 １. 農業収支申告について

 2. 勤労所得者について

税務住民課☎74-0069
健康保険課総合窓口☎72-0663

問

平成 24 年度町県民税・国民健康保険税の申告相談について
ご案内いたします。
申告の必要な方は必ず期間内に申告をしてください。町県民
税の申告をしないと、児童手当、保育所の入所や公営住宅入
居の申込みなどの各種申請に必要な所得証明等の発行が受
けられないことがあります。また国民健康保険税については、

軽減措置の対象になる人でも、所得が不明のため軽減が受
けられないことがあります。申告にあたり次の事項を確認し
てください。なお、税務署等で平成 23 年分の確定申告をさ
れる人は、この申告の必要はありません。税務署から申告
案内が送られてきた方で、津和野町で申告をされる場
合は、送られてきた書類をご持参ください。

 3. 医療費控除について

※自家消費のみの場合申告は不要ですが、田畑等を貸し、小作料（金納・物納）を貰っている場合は不動
産所得として申告が必要です。

 4. 社会保険料控除について

収入支出明細簿（月ごとの集計）、月別総括表（年間分の集計）またはそれに代わる帳簿をご持

参ください。

準備をされずに申告に来られた場合には、ご自分である程度の準備をされた後で申告を受けて

いただくようお願いすることとなりますので、ご注意ください。なお、平成 23 年中に新たに購入

された農具や支払代金がある方は、領収書等をご持参ください。また、傭人費、もみすり料は

依頼者、耕作者共に申告してください。

座引落の場合は口座の名義人）の控除となります。支払証明書または領収証をご持参くだ

さい。（年金特徴の場合は年金の源泉徴収票が証明書となります。）

国民年金保険料（及び国民年金基金の掛け金）については、日本年金機構が発行する「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が必要ですのでご注意ください。

大工、左官、土木作業、その他日雇で一定の勤め先のない人（大工、左官で請負業は除く）は収入・支出金額を調べて

おいてください。

あなたや、あなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族のために支払った医療費について控除を

受けるときは、すべての領収書が必要です。医療を受けた人毎に集計をしておいてください。また、保

険などから補てん金があった場合は、その金額を調べておいてください。

おむつ使用証明については、病院にて発行となりますが、介護保険適用者の場合の２年目以降は役場

健康保険課にて発行が出来ますので、ご相談ください。

あなたや、あなたと生計を一にしている配偶者、その他の親族が負担する国民健康保険税（料）、国民

年金保険料、農業者年金保険料などの社会保険料を支払った方（年金特徴の場合は年金受給者、口

申告の必要な方は必要書類及び印鑑をご持参ください。
源泉徴収票の交付を受けられている方は、必ずご持参ください。



スタート

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい
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日 曜
津和野地域 日原地域

曜 日
地区名 受付時間 会場 地区名 受付時間 会場

2/16 木

寺田上・下
促進住宅

下千原、上千原
岩瀬戸

8:30~12:00
13:00~15:00

小
川
公
民
館

青原

8:30~12:00
13:00~15:30

青
原
公
民
館

木 2/16

2/17 金 和田、麓耕
商人上、日浦

小瀬、青原団地、
大木、二俣、鹿谷 金 2/17

2/20 月 直地上・野広
（12 時まで） 8:30~12:00 柳、添谷 月 2/20

2/21 火 畑迫地区 
（喜時雨・高田 

名賀を含む）

8:30~12:00
13:00~15:00

畑
迫
公
民
館

商人下
宿谷、程彼

程彼集落
センター 火 2/21

2/22 水 三渡曽庭、脇本 池河地区
コミュニティセンター

水 2/22

2/23 木 堤田 木 2/23

2/24 金

木部地区

木
部
公
民
館

滝元上・下、小直 滝元多目的集会所 金 2/24

2/27 月 須川元郷
日浦西

須
川
公
民
館

月 2/27

2/28 火 相撲ヶ原上・下
日浦東 火 2/28

2/29 水

橋南地区

町
民
セ
ン
タ
ー
講
義
室

左鐙東
左鐙西 左

鐙
公
民
館

水 2/29

3/1 木
上横道
下横道
一ノ谷

（12 時まで）
8:30~12:00 木 3/1

3/2 金 野地、坂ノ谷
野口

8:30~12:00
13:00~15:30

山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

金 3/2

3/5 月 橋南地区
笹山地区

畳、新地 
下左鐙、木ノ口住

宅
月 3/5

3/6 火

橋北地区 
笹山地区

木ノ口上・下 火 3/6

3/7 水 枕瀬東
枕瀬西 水 3/7

3/8 木 栄町、幸町
旭町上・下

扇町、春日町
金見町上・下

山根町、清水町
星の里

（予定日に都合の悪
かった方）

木 3/8

3/9 金

全町

金 3/9

3/12 月 月 3/12

3/13 火 火 3/13

3/14 水 水 3/14

3/15 木 木 3/15

平成24年度･町県民税・国民健康保険税申告受付日程

ご迷惑をおかけします
申告相談は、役場庁舎で受付ができません。また期間中、税務担当職員が申告相談会場に出向いておりますので、

役場窓口での税に関する相談・対応などについてご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

庁舎での税に関する相談などについて

平成 24 年１月１日時点で津和
野町に居住していましたか？

平成 24 年１月１日時点
で居住していた市町村
に照会してください

スタートから進み、申告が必要か不要か判断する目安にして下さい。

平成 23 年中（平成 23 年１月１日から平成 23 年
12 月31日）に収入がありましたか？

同居している家族の
控除対象配偶者、扶
養控除対象者になっ
ていますか？

源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特
別控除可能額」の記載があり、この金額が「住
宅借入等特別控除の額」より大きいですか？

申告は不要ですが、平成１１
年から平成 18 年までに入居
した方で 7 ページ「9. 町民税・
県民税住宅借入金等特別控
除」に該当する方については、
選択により住宅借入金等特
別控除申告書を提出すること
もできます（提出期限は３月
１５日）

年金収入が 98 万
円をこえますか？

営業・農業・不動産・一時・
譲渡所得などがありますか？

年末調整されていな
い給与がありますか？

申告が必要です

申告が必要です

申告は不要です

申告は不要です

収入は１ヶ所からの給与所得のみ
で、年末調整がされていますか？

年金収入がありますか？

平成 24 年１月１日時点のあなたの年齢は６５
歳以上でしたか？（65 歳の方も含まれます）

年金収入が年間 148 万円を超えていますか？

申告が必要です

あなたは申告が必要？

※遺族・障害年金、失業保険などの非課税の給付はふくめません

注）上記で「申告は不要」となった方でも、医療費控除や雑損控除を受けたい方は申告が必要です。
また、生命保険等の満期金、生命保険契約等の年金がある場合は、申告が必要な場合がありますので関係資料を

ご持参ください。
遺族・障害者年金等は非課税ですが、津和野町の国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方で、どなたの扶養にもなっていな

い方は申告をお勧めします。なお、譲渡所得や消費税の申告をされる方は、津和野町の申告会場ではお受けできない場
合がありますので、益田税務署に相談してください。

ご不明の点等ありましたら、２月１５日（水）までに税務住民課（☎ 74-0069）にお問合せください。



表 1. 県税・町県民税の軽減措置にについて
税制上の措置 概要

県
税

不動産取得税
の軽減措置

・耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得した
場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

・警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場
合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

町
県
民
税

個人住民税の
軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除
の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けること
ができます。
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東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被

害
を
受
け
た
方
へ

～
税
の
軽
減
等
の
お
知
ら
せ
～

昨
年
12
月
に
、「
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
な
ど
が
施
行
さ
れ
、
所

得
税
な
ど
の
国
税
に
関
し
て
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方

や
復
興
推
進
に
向
け
た
取
組
を
対
象
と

し
て
、
新
た
な
税
制
上
の
措
置
が
追
加

さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
23
年
4
月
に
施
行
さ
れ
た「
東

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
」
で
創
設
さ
れ
た
税
制
上
の
措
置
と

合
わ
せ
て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被

害
を
受
け
ら
れ
た
方
等
は
、
所
得
税
な

ど
の
軽
減
・
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
確
定
申
告
な
ど
の
手
続
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
税
金
の
還
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
益
田
税
務
署
に
お
問
合

せ
い
た
だ
く
か
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
地
方
税
の
軽
減
措
置
等
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
軽
減
措
置
等
を
受
け
る

た
め
に
は
、
手
続
き
が
必
要
と
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て

は
、『
西
部
県
民
セ
ン
タ
ー
課
税
第
二

グ
ル
ー
プ
』
ま
た
は
『
津
和
野
町
税
務

住
民
課
』
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
津
波
被
災
区
域
や
原
子
力

災
害
避
難
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
（
特

段
の
手
続
き
は
不
要
で
す
）。

①
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
区
域
で
、
平
成
23
年
度
課

税
免
除
区
域
と
し
て
市
町
村
長

が
指
定
し
た
区
域
内
の
土
地
・

家
屋
に
は
、
原
則
と
し
て
平
成

24
年
度
分
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
市
町
村
長
が
、
そ
の

使
用
状
況
な
ど
を
勘
案
し
て
、

課
税
す
る
こ
と
が
適
当
と
し
て

指
定
し
た
土
地
・
家
屋
に
つ
い

て
は
、
2
分
の
1
減
額
課
税
又

は
課
税
と
な
り
ま
す
。

②
警
戒
区
域
・
計
画
的
避
難
区
域

等
の
う
ち
市
町
村
長
が
指
定
し

た
区
域
内
の
土
地
・
家
屋
に
は
、

平
成
24
年
度
分
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。
平
成
24
年
1
月
1
日
以
前

に
避
難
区
域
等
が
解
除
さ
れ
た

区
域
内
の
土
地
・
家
屋
は
、
2

分
の
1
減
額
課
税
又
は
課
税
と

な
り
ま
す
。

平
成
24
年
度
か
ら
適
用
さ

れ
る
町
県
民
税
の
主
な
改

正
内
容

扶
養
控
除
の
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
す

子
ど
も
手
当
の
支
給
、
高
校
の
授

業
料
実
質
無
償
化
に
伴
い
、
平
成
23

年
分
所
得
税
及
び
平
成
24
年
度
町
県

民
税
か
ら
16
歳
未
満
の
年
少
扶
養
親

族
の
扶
養
控
除
が
廃
止
に
な
る
等
、

表
２
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
19
歳
未
満
の
方
を

扶
養
し
て
い
る
方
の
所
得
税
、
町
県

民
税
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

上
記
の
よ
う
に
、
16
歳
未
満
の
扶

養
控
除
は
廃
止
と
な
り
ま
す
が
、
町

県
民
税
の
非
課
税
限
度
額
等
の
算
定

基
準
と
な
り
ま
す
の
で
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
、
町
県
民
税
等
申
告
で

は
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
申
告
が

必
要
で
す
。

な
お
、
平
成
24
年
度
町
県
民
税
計

算
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
の
基

準
日
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

扶
養
控
除
見
直
し
に
伴
い
、

障
害
者
控
除
に
変
更
が
あ
り

ま
す障

害
者
控
除
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
は
同
居
特
別
障
害
者
は
扶
養
控
除

額
に
23
万
円
を
上
乗
せ
し
て
い
ま
し

た
が
、扶
養
控
除
の
見
直
し
に
伴
い
、

「
扶
養
控
除
で
は
な
く
、
障
害
者
控

除
に
23
万
円
を
上
乗
せ
す
る
」
形
と

な
り
ま
し
た
。（
控
除
合
計
額
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
）

な
お
、
年
少
扶
養
親
族
（
16
歳
未

満
）
に
つ
い
て
、
扶
養
控
除
は
廃

止
と
な
り
ま
す
が
、
障
害
者
控
除

（
26
万
円
）
や
特
別
障
害
者
控
除

（
30
万
円
）
は
、
適
用
さ
れ
ま
す
。

表２．扶養控除の廃止に伴う変更点

年齢 基準日 扶養親族の区分 変更前 変更後
（参考：所得

税変更後）

１６歳未満
平成８年１月２日以降の
生まれ

年少扶養親族 ３３万円 ０円 （０円）

１６〜１８歳
平成５年１月２日〜平成８
年１月１日の生まれ

一般扶養親族 ４５万円 ３３万円 （３８万円）

１９〜２２歳
昭和６４年１月２日〜平成
５年１月１日の生まれ

特定扶養親族 ４５万円 ４５万円 （６３万円）

寄
附
金
税
額
控
除
が
拡
充
さ

れ
ま
す

　

寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
下
限
額

が
５
千
円
か
ら
２
千
円
に
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
寄
附
金

税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
の

う
ち
、
２
千
円
を
超
え
る
部
分
が
税

額
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

お問合せ先：益田税務署☎0856-22-0444　西部県民センター課税第二グループ☎0855-29-5521
津和野町役場税務住民課☎0856-74-0069　国税庁 HP（URL：http://www.nta.go.jp/）

   

 

 

 

 

 

平成 23 年分  
 

所 得 税 の申告と納税は 平成２４年 3 月１５日（木） 
 

消費税・地方消費税  の申告と納税は 平成２４年４月 ２ 日（月） 
（個人事業者） 

贈 与 税 の申告と納税は 平成２４年 3 月１５日（木）までです。 
   

納税は、安心・便利な口座振替をご利用ください。 
 

［口座振替をご利用の場合の振替日：所得税 4 月２０日(金)、消費税・地方消費税 4 月２５日(水)］ 
 

 

 

◆ 確定申告は、便利なｅ－Ｔａｘで！ 
 

ｅ－Ｔａｘを利用して所得税の確定申告をすると・・・ 
 

 

① 最高４,000 円の税額控除を受けることができます。 
平成 23 年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にｅ－

Ｔａｘで行うと、所得税額から最高 4,000 円の控除を受けることができます（前年までの確定申告

で適用された場合は、受けられません。）。 
 

 

     ② 添付書類の提出又は提示を省略できます。 
所得税の確定申告をｅ－Ｔａｘで行うと、源泉徴収票や医療費の領収書等は、その記載内容を入

力して送信することにより、書類の提出又は提示を省略することができます（確定申告期限から 5
年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。）。 

 
 

    ③ 還付金を早く受け取ることができます。 
     ｅ－Ｔａｘで申告された還付申告は、早期処理しています（3 週間程度に短縮。）。 
 

    ④ 税務署に出向かずに確定申告ができます。 
所得税の確定申告期間中は、24 時間ｅ－Ｔａｘの利用が可能です（メンテナンス時間を除く。）。 

 

なお、ご利用に際しては、開始届出書の提出、電子証明書の取得（手数料が必要です。）、ＩＣカ

ードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。 
 

◆   申告書等の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で！ 
 

  

画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色
申告決算書などを作成できます。 

作成した申告書等のデータは、ｅ－Ｔａｘを利用して送信又は確定申告書等を印刷して税務署へ書面
で提出することができます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先：益田税務署 ℡(0856)22－0444

e-Tax（電子申告）で
データ送信も！ 

印刷して書面提出も！ 

※ 税務署へ来署される皆様へ 

 税務署の駐車場は駐車スペースが少なく、申告期間中は混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

 

平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金

等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出は不要と

なりました。  

・ この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。  

・ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 

 

詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

下森町長も申告は e-Tax！
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島
根
県
最
低
賃
金
改
定
の
お
知
ら
せ

平
成
23
年
11
月
6
日
に
事
業
場
で
働
く
皆
さ
ん
の
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

島根県最低賃金は、

となっています。

産
業
別
最
低
賃
金
も
改
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

島
根
労
働
局
賃
金
室
☎
０
８
５
２
ー
31
―
１
１
５
８
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健康保険課☎ 72-0651

環境生活課☎ 72-0309

自衛隊島根地方協力本部益田地域事務所
☎ 0856-22-8223

こ
の
制
度
は
、
表
１
に
該
当
す

る
方
に
対
し
て
医
療
費
の
助
成
を

行
な
う
制
度
で
す
。

対
象
に
な
る
と
、
医
療
費
の
自

己
負
担
割
合
が
１
割
に
な
り
ま

す
。
ま
た
薬
局
等
で
の
自
己
負
担

が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
表
2
の

一
医
療
機
関
あ
た
り
一
月
ご
と
に

入
院
・
通
院
別
で
自
己
負
担
限
度

額
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
に

は
、
次
の
も
の
を
添
え
て
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

【
①
～
④
の
区
分
】

保
険
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
療

幹
部
自
衛
官

16
階
級
に
分
か
れ
た
陸

上
・
海
上
・
航
空
各
自
衛
官

の
階
級
の
う
ち
３
尉
以
上
の

８
階
級
を
幹
部
自
衛
官
と
言

い
ま
す
。

幹
部
自
衛
官
は
、
部
隊
の

中
心
と
な
り
、
強
い
責
任
感

と
実
行
力
で
部
隊
を
指
揮
す

る
管
理
者
と
な
り
ま
す
。

近
年
の
様
々
な
社
会
状
況

の
変
化
や
大
規
模
災
害
、
国

際
平
和
協
力
業
務
と
い
っ
た

国
内
外
の
変
化
に
対
し
て
柔

軟
に
対
応
し
、
卓
越
し
た

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
る
優

れ
た
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

【
応
募
資
格
】

・
日
本
国
籍
を
有
し
、
平
成

25
年
４
月
１
日
現
在
、
20

歳
以
上
26
歳
未
満
の
者

（
22
歳
未
満
の
者
は
大
学

卒
）

・
大
学
院
修
士
学
位
取
得
者

（
見
込
含
む
）
は
28
歳
未

満
の
者

【
受
付
期
間
】
締
切
日
必
着

２
月
１
日
～
４
月
27
日

一定の要件で医療費が軽減されます
福祉医療費助成制度について

自衛官募集のお知らせ
詳しくはお問合せください

野外焼却（野焼き）は禁止です
詳しくはお問合せください

生活保護の相談から決定まで
生活保護制度の紹介

表１. 福祉医療の対象となる区分と要件について
区分 要件 所得制限

①ねたきり
者

６５歳以上で、３ヶ月以上寝たきり
で常時介護が必要な状態の方

（医師の診断書が必要です。）

有り
（ 特 別 障 が
い 者手当の
所 得制限を
準用。但し、
対象者が 20
歳未満の場
合は所得制
限無し）

②重度知的
障がい者

療育手帳 A 判定をお持ちの方

③重度身体
障がい者

身体障害者手帳１級または２級をお
持ちの方

④重度重複
障がい者

身体障害者手帳３級または４級に加
え IQ５０以下の方

⑤ひとり親
家庭

離婚・死別などで配偶者がいない
女子または男子で、高校３学年まで
の児童を養育している方とその児童

有 り（ 所 得
税非課税世
帯が対象）

表 2. 医療費の自己負担限度額
入院 通院

住民税非課税世帯に属する方 7,500 円 4,000 円
住民税課税世帯に属する方 40,200 円 12,000 円

20 歳未満の障がい者 2,000 円 1,000 円

育
手
帳
な
ど
各
種
手
帳
（
②
～
④

の
方
）、
認
印
、
通
帳
の
写
し

【
⑤
の
区
分
】

対
象
者
全
員
の
保
険
証
、
認
印
、

通
帳
の
写
し
、
そ
の
外
家
庭
状
況

に
よ
り
別
途
書
類
を
お
願
い
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
受
給
し
て
い
る
方
に
は

更
新
の
時
期
が
近
づ
き
ま
し
た
ら

個
別
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

先
月
号
で
は
生
活
保
護
の

制
度
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し

た
が
、
今
回
は
実
際
に
生
活

保
護
の
相
談
を
受
け
て
か
ら

決
定
ま
で
の
流
れ
を
お
示
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

福
祉
事
務
所
は
生
活
保
護

の
相
談
を
受
け
る
と
、
担
当

の
係
員
が
面
接
を
行
い
、
生

活
の
状
態
や
預
貯
金
の
状

況
、
借
金
の
こ
と
な
ど
を
お

伺
い
し
、
相
談
者
に
必
要
な

支
援
に
つ
い
て
検
討
し
ま

す
。相

談
内
容
か
ら
生
活
保
護

が
必
要
で
あ
る
か
問
題
が
生

活
保
護
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ

る
か
を
判
断
し
、
問
題
が
生

活
保
護
以
外
で
あ
れ
ば
、
必

要
な
機
関
を
紹
介
す
る
な
ど

し
て
問
題
の
解
決
を
お
手
伝

い
し
ま
す
が
、
生
活
保
護
が

必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場

合
は
保
護
申
請
に
移
行
し
ま

す
。生

活
保
護
の
申
請
は
い
つ

で
も
誰
で
も
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
申
請
を
し
た
か

ら
と
い
っ
て
す
べ
て
の
人
が

か
な
ら
ず
生
活
保
護
の
対
象

と
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
福
祉
事
務
所
で
は
申
請

に
基
づ
い
て
各
種
の
調
査
を

行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
国
の
定
め
る
基
準
（
最
低

生
活
費
）
と
世
帯
の
収
入
を

比
較
し
て
生
活
保
護
が
必
要

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し

ま
す
。
最
低
生
活
費
よ
り
も

収
入
額
が
低
い
場
合
に
は
生

活
保
護
が
適
用
に
な
り
ま
す

が
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
申

請
が
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

生活保護が必要と思われる場合

生活保護以外の問題の場合

申請書等の提出

各種調査の実施

審査
生活保護の決定・却下の決定

必要な助言等を行う
無料法律相談の案内

高額療養費等の申請傷
病手当の請求

傷病手当の請求

福祉事務所☎ 72-0673

予
備
自
衛
官

普
段
は
社
会
人
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
従
事
し

な
が
ら
、
必
要
と
さ
れ
る
練

度
（
レ
ベ
ル
）
を
維
持
す
る

た
め
訓
練
を
行
な
い
ま
す
。

　

有
事
に
は
防
衛
招
集
又
は

国
民
保
護
等
招
集
に
応
じ
て

後
方
の
警
備
や
後
方
支
援
又

は
国
民
の
保
護
の
た
め
の
任

務
等
に
あ
た
り
ま
す
。ま
た
、

平
時
に
お
い
て
も
特
に
必
要

と
な
る
場
合
に
は
、
災
害
招

集
に
応
じ
て
、
災
害
救
助
活

動
等
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

【
受
付
期
間
】
締
切
日
必
着

1
月
１
日
～
４
月
4
日

【
応
募
資
格
】

・
一
般
公
募

18
歳
以
上
34
歳
未
満
の
者

（
平
成
24
年
７
月
１
日
現

在
の
年
齢
）

・
技
能
公
募

18
歳
以
上
で
、
国
家
免
許

資
格
等
を
保
有
す
る
技
能

に
応
じ
、
53
歳
か
ら
55
歳

未
満
の
者
（
平
成
24
年
７

月
１
日
現
在
の
年
齢
）

ご
み
を
屋
外
で
燃
や
す

こ
と
を
野
焼
き
と
い

い
ま
す
（
ド
ラ
ム
缶
焼
却
、

ブ
ロ
ッ
ク
積
み
焼
却
な
ど
を

含
み
ま
す
）。

野
焼
き
は
「
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
」
の
改
正
に
よ
り
一
部
の

例
外
を
除
い
て
全
面
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

罰
則
規
定
も
設
け
ら
れ
て

お
り
、
違
反
し
た
場
合
は

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

１
千
万
円
以
下
の
罰
金
が
科

せ
ら
れ
ま
す
。
近
年
、
野
焼

き
の
検
挙
や
注
意
の
回
数
が

増
え
て
い
ま
す
。

家
庭
の
ゴ
ミ
は
、
野
焼
き

せ
ず
に
分
別
し
て
町
の
ご
み

収
集
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

【
一
部
の
例
外
】

・
農
林
業
を
営
む
た
め
の
や

む
を
え
な
い
稲
わ
ら
や
伐

採
し
た
枝
の
焼
却

・
日
常
生
活
を
営
む
う
え
で

通
常
行
わ
れ
る
軽
微
な
焼

却
・
風
俗
習
慣
上
又
は
宗
教
上

の
行
事
な
ど
で
行
う
と
ん

ど
焼
き
な
ど

上
記
の
例
外
規
定
と
さ
れ

た
野
焼
き
で
あ
っ
て
も
、
生

活
環
境
の
保
全
上
著
し
い
支

障
を
生
ず
る
廃
ビ
ニ
ー
ル
の

焼
却
は
こ
れ
に
含
ま
れ
ま
せ

ん
。ま

た
、
生
活
環
境
上
支
障

を
与
え
、
苦
情
の
あ
る
場
合

は
改
善
命
令
や
各
種
の
行
政

指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
軽
微
な
焼
却
と
は

煙
の
匂
い
や
量
が
近
所
の
迷

惑
に
な
ら
な
い
程
度
の
少
量

の
焼
却
で
す
。



鷲
原
八
幡
宮
が
国
の
重
要
文
化
財
に

平
成
23
年
11
月
29
日
付

け
で
、
八
幡
宮
（
津
和
野

町
鷲
原
）
が
、
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
津
和
野
町
で
は
建
造

物
の
指
定
と
し
て
は
初
め
て

（
島
根
県
内
で
は
24
件
目
）

で
、大
変
光
栄
な
こ
と
で
す
。

八
幡
宮
は
、
津
和
野
城

跡
の
南
西
麓
に
鎮
座
す
る

神
社
で
、
鷲
原
八
幡
宮
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
島
根
県
指

定
の
有
形
文
化
財
（
昭
和

47
年
指
定
）
で
し
た
が
、

津
和
野
町
が
平
成
20
～
22

年
度
に
実
施
し
た
文
化
財

総
合
的
把
握
モ
デ
ル
事
業

の
社
寺
調
査
で
再
調
査
が

行
わ
れ
、
改
め
て
そ
の
価
値

が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

建
物
の
特
徴

現
在
の
社
殿
は
、
16
世

紀
中
頃
に
再
建
さ
れ
た
社

殿
を
基
本
と
し
て
、
18
世

紀
初
頭
に
手
が
加
え
ら
れ

た
も
の
で
す
。
社
は
、本
殿
、

拝
殿
、
楼
門
を
一
直
線
上
に

並
ん
で
お
り
、
拝
殿
と
楼

門
の
間
に
池
を
設
け
て
橋

を
架
け
て
い
る
の
が
特
徴
で

す
。

本
殿
と
楼
門
は
、
室

町
時
代
の
永
禄
11
年

（
１
５
６
８
年
）の
建
築
で
、

細
部
の
様
式
や
技
法
に
室

町
時
代
後
期
の
特
徴
を
よ

く
示
し
て
い
ま
す
。
真
ん
中

の
拝
殿
は
、
江
戸
時
代
の

正
徳
元
年
（
１
７
１
１
年
）

の
建
築
で
、
南
面
に
楼
門

か
ら
渡
る
潔
斎
橋
が
付
属

し
て
い
ま
す
。

八
幡
宮
は
、
本
殿
と
楼

■指定物件
八幡宮　３棟

本殿、拝殿、楼門
島根県津和野町

八幡宮

■指定基準
流派的又は地方的特色
において顕著なもの

本殿向拝池と潔斎橋

楼門

伝達式の様子

門
が
永
禄
年
間
ま
で
遡

る
県
内
で
も
数
少
な
い

社
殿
で
あ
る
と
と
も
に
、

社
殿
の
構
成
や
翼
廊
を

も
つ
楼
門
の
形
式
に
顕

著
な
地
方
的
特
徴
を
有

し
て
お
り
、
中
国
地
方

西
部
に
お
け
る
神
社
建

築
の
展
開
を
理
解
す
る

上
で
重
要
で
す
。

鷲原八幡宮全景
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本殿

潔斎橋

拝殿

楼門



津和野町ではこんな取り組みをしています

健
康
づ
く
り
は
一
日
に
し
て
成
ら
ず
！

出
前
講
座
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

飯
島
副
院
長
ら
に
よ
る
生
活
習
慣
病
、
認
知
症
、

脳
卒
中
等
に
関
す
る
講
座
を
行
な
い
ま
す
。
日
程
調

整
は
健
康
保
険
課
で
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

町
が
取
り
組
ん
で
い
る
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
町
内
の

自
治
会
や
事
業
所
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
開
催
は
無
料
で
、
キ
ャ
ラ

バ
ン
メ
イ
ト
に
よ
る
講
話
や
成
年
後
見
制
度
の
解
説
な
ど
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。

申
込
さ
れ
る
方
の
都
合
に
合
わ
せ
て
日
程
な
ど
の
調
整
を
行
な
い

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
津
和
野
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ:

健
康
保
険
課
（
☎
72
ー
０
６
５
１
）
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どう付き合う!?認知症

昨
年
12
月
19
日
津
和
野
共
存
病
院
副
院
長
の
飯
島
献
一
先
生
を
講
師
に
「
認
知
症

と
上
手
に
付
き
合
う
た
め
に
」
と
題
し
た
講
演
会
が
津
和
野
町
民
セ
ン
タ
ー
で
行

な
わ
れ
、会
場
に
は
多
く
の
方
が
参
加
さ
れ
、熱
心
に
話
を
聞
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

認
知
症
を
学
ぶ
講
演
会 

開
催

単
な
る
モ
ノ
忘
れ
で
な
い

脳
は
、
私
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ

る
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
司

令
塔
で
す
。
そ
れ
が
う
ま
く
働
か
な
け

れ
ば
、
精
神
活
動
も
身
体
活
動
も
ス
ム

ー
ズ
に
運
ば
な
く
な
り
ま
す
。

認
知
症
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
原
因
で

脳
の
細
胞
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
働

き
が
悪
く
な
っ
た
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な

障
が
い
が
起
こ
り
、
生
活
す
る
上
で
支

障
が
出
て
い
る
状
態
（
お
よ
そ
６
ヶ
月

以
上
継
続
）
を
指
し
ま
す
。

例
え
ば
、
単
な
る
モ
ノ
忘
れ
は
、「
体

験
の
一
部
を
忘
れ
る
」「
モ
ノ
の
名
前
を

忘
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
も

の
ご
と
自
体
は
さ
ほ
ど
忘
れ
な
い
」
こ

と
に
対
し
、
認
知
症
は
、「
体
験
全
体

を
忘
れ
る
」「
モ
ノ
の
名
前
だ
け
で
な
く
、

も
の
ご
と
自
体
も
忘
れ
る
」
と
い
う
点

特
に
年
齢
を
重
ね
て
か
ら
発
症
す
る

ケ
ー
ス
が
目
立
ち
ま
す
が
、
年
齢
が
若

く
て
も
発
症
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

講
演
の
中
で
は
、
認
知
症
の
中
で
一

番
多
い
疾
患
で
あ
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

型
認
知
症
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

病
気
に
な
っ
た
方
の
脳
が
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
か
な
ど
を
Ｍ
Ｒ
Ｉ
写
真

な
ど
を
交
え
て
解
説
さ
れ
、
医
学
的
解

説
を
交
え
た
話
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

私
た
ち
が
心
が
け
る
こ
と

「
も
し
、
あ
な
た
の
身
近
な
人
が
認

知
症
に
な
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
接

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。」
認
知
症
は

知
的
機
能
の
低
下
に
よ
っ
て
起
こ
る
た

め
、
今
ま
で
出
来
て
い
た
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
り
、
反
応
が
遅
く
な
っ
た

り
と
い
っ
た
日
常
生
活
で
も
変
化
が
発

生
し
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
変
化
に
対
し
、
私
た
ち

は
本
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を
理
解
し
、
居

心
地
の
よ
い
場
所
で
時
間
を
過
ご
せ
る

よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ

て
き
ま
す
。

病
気
に
対
し
て
正
し
い
知
識
を
身
に

つ
け
る
こ
と
で
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
社
会
を
私
た
ち
が
作
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

認知症について話す飯島副院長。
自身も“ 認知症サポート医 ”として
様 な々活動をしています。

会場は満席。正
しい理解をするこ
とで適切な対応
につながります。

町内での取り組みを
紹介したパネルも展
示されていました。

で
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

２
０
０
万
人
超
の
患
者

日
本
人
の
平
均
寿
命

が
年
々
伸
び
て
い
る
の

に
伴
い
、
認
知
症
の
患

者
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、

平
成
23
年
の
患
者
数
は

お
よ
そ
２
４
０
万
人
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

認知症サポーター養成講座

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

～
認
知
症
に
つ
い
て
学
び
、
地
域
で
見
守
る
勉
強
会
～

いきいき脳の健康教室

認知症に関する講演会

介護者の会・男性介護者の会

認知症を正しく理解し、症状のある人やそ
の家族を温かく見守る応援者を養成する講
座です。町内では、のべ７９３名のサポータ

認知症サポーター養成講座の講師となるキャ
ラバンメイトの研修会を兼ねた講演会を毎年
１回開催しています。講演の日程等について
は、その都度、広報紙等でお知らせします。

教室に参加して、認知症の予防をして
みませんか？
１週間に１回３０分程度の読み書き、計
算などをして脳の活性化を図ります。

認知症患者を介護している方々が集まり、
日頃の悩みや介護のノウハウを学習する場
となっています。同じような悩みを持つ人
と話すことでストレス解消にもなりますよ。

ーがおり、目印として「オレンジリ
ング」を持っています。

「今話した内容を忘れる」といった突然のモノ忘れなどを経験したことはありませんか。
突然自分や身近な人が認知症になったとき、あなたはどうしますか、またどうして欲しいですか。
認知症について正しい知識と付き合い方を学んで、本人やその家族が豊かで健やかな生活を送

ることができるようにしましょう。

認知症講演会開催！ 皆さまの参加をお待ちしています。
日時：平成 24 年 3 月19 日　午後 1時半〜午後３時
場所：日原山村開発センター

認知症についてのご相談は「津和野町地域包括支援センター（☎72-0683）」へ

サポーターの証である「オレンジリング」



Town Watchingいろんな行事・イベントを広報担当者が取材にいきます
町内でがんばっている皆さんの姿、身近な出来事、話題を教えてください
営業課　情報戦略係☎74-0092
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大雪に見舞われた昨年と違い、安定した天候に恵
まれた今年の元日。太鼓谷稲成神社にはおよそ 17
万人の初詣客が訪れ、おみくじの引いて一年の運試
しをしたり、社務所では、破魔矢などのお守りを買っ
ている方の姿も多く見られました。

また、JR 津和野駅では「賀正」のヘッドマーク
をつけた「SL 津和野稲成号」の特別運行が行なわ
れました。乗客は、珍しい蒸気機関車をバックに記
念撮影をするなど、大賑わいのお正月となりました。

1 月 8 日、平成 24 年津和野消防出初式が日原中
学校グラウンドで行なわれました。一年の安心・安
全への誓いを新にする式典には、団に所属するおよ
そ 230 名の団員が参加、澄川消防団長の訓示を受
け、団員は皆地域を守る決意を新にしました。その
後、日原小学校前の河川敷に移動し、一斉放水を行
いました。

新年のお願いは…
稲成神社に初詣

地域防災への決意新に
津和野消防出初式

津
和
野
高
校
で
は
、
昨
年
か
ら
新
た
な
取
組
み
と

し
て
土
曜
日
の
補
講
塾「
津
和
野
塾
」を
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
昨
年
か
ら
始
ま
っ
た
島
根
県
の
「
離
島
・

中
山
間
地
域
の
高
校
魅
力
化
・
活
性
化
事
業
」
の
補

助
金
を
活
用
し
、
講
師
と
し
て
津
和
野
高
校
を
卒
業

し
、
山
口
大
学
で
学
ん
で
い
る
学
生
を
講
師
と
し
て
派

遣
し
て
も
ら
い
行
っ
て
い
ま
す
。

10
月
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
塾
は
、
希
望
す
る
10
名
程

度
の
生
徒
が
津
高
同
窓
会
館
で
講
師
の
指
導
の
も
と
、

毎
週
土
曜
日
の
午
後
3
時
間
、
学
習
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

参
加
す
る
生
徒
か
ら
も
「
わ
か
り
や
す
い
」「
自
分

で
は
進
ま
な
か
っ
た
課
題
が
進
ん
だ
」「
勉
強
す
る
の

が
楽
し
い
と
感
じ
る
」
な
ど
の
前
向
き
な
感
想
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
山
口
大
学
か
ら
の
協
力
は
、「
ち
ゃ
ぶ
台
プ

ロ
グ
ラ
ム
」（「
ち
ゃ
ぶ
台
方
式
（
上
座
下
座
の
な
い
丸

い
『
ち
ゃ
ぶ
台
』
を
囲
む
ス
タ
イ
ル
の
学
び
）」
に
よ
る

協
働
型
教
職
研
修
計
画
）
の
中
の
「
学
力
向
上
等
支

援
員
派
遣
」
事
業
と
し
て
、
教
職
を
目
指
す
学
生
を

中
学
校
や
高
等
学
校
に
学
生
支
援
員
と
し
て
派
遣
し
、

学
生
の
教
職
に
対
す
る
意
識
や
意
欲
の
向
上
の
育
成
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
に
よ
る
も
の
で
す
。

昨年 12 月 9 日（金）に住民と行政の協働に関する指針について「津和
野町住民と行政の協働プロジェクト推進会議」の洗川委員長と長嶺副委員
長より町長に対して提言がありました。

この推進会議は、平成 23 年１月に設置され、自治会、地域活動団体、
事業者団体等の代表者、公募住民等で構成し、「地域課題等概要調査」及
び「町民意識調査」の調査結果や協働のまちづくりアドバイザー明治大学
牛山教授からの助言をもとに検討を重ね、「津和野町住民と行政の協働指
針」を作成しました。

町では、これから今回提言のあった指針をもとに実施計画を作成し、住
民と行政の協働を進めていきます。

平成 24 年１月 14 日（土）には、「第１回津和野町まちづくりシンポジ
ウム」を地域課題の解決について考えてみませんかをテーマに開催しまし
た。今後もまちづくりシンポジウムを毎年開催する予定です。

住民と行政の協働指針提言

渡
さ
れ
た
提
言
書

昨年 12 月 20 日、津和野共存病院で、津和野分
遣所職員と津和野幼花園の園児たちによりクリスマ
スコンサートが開催されました。

患者さんを元気したいと企画されたこのコンサー
ト。衣装に着替えた園児たちは分遣所職員の演奏に
併せて練習してきた歌を披露。観客からはたくさん
の拍手が送られ大好評でした。

分遣所職員も練習の成果を思う存分発揮し、素晴
らしいコンサートとなりました。

みんなに元気を！
共存病院でコンサート

学
力
向
上
へ
の
取
組

～
津
和
野
塾
の
開
塾
～

こちら津和野高校支援係

①

②

③ ④

⑤

⑥

①長い参道は息をきらしなが
ら登る参拝客で賑わっていま
した。②本殿には長蛇の列が
出来ていました。③願いを書
いた絵馬。④お守りを手に持
つ人の姿も目出しました。⑤
子どもたちも冷たい空気の中、
ジッとならんで順番待ち。⑥
屋台では、あたたかい食べ物
が人気でした。
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日原図書館の新刊図書
□「湖底の城・第二巻」 宮城谷昌光 ……… 講談社
□「真田三代・上」 火坂雅志 …… ＮＨＫ出版
□「完盗オンサイト」 玖村まゆみ ……… 講談社
□「日本男児」 長友佑都 ……… ポプラ社
□「ＭＯＣＯ ’Ｓキッチン」  ……… 日本テレビ放送網
□「12 ヶ月の寄せ植えレシピ」

黒田健太郎 グラフィック社
□「１・２・３玉で編めるこもの」

リトルバード … 成美堂出版
津和野図書館の新刊図書 
２月 29日は休館です
□『ヒア・カムズ・ザ・ザン』 有川浩 ････････新潮社
□『極北ラプソディ』 海堂尊 ･･朝日新聞出版
□『恋する日本語』 小山薫堂 ･･････幻冬舎
□『もう　ねんね』 瀬川康男 ･･････童心社
□『ひめねずみとガラスのストーブ』

安房直子 ･････ 小学館

Books図書館だよりGuide

○障がい者委託訓練を実施しています
島根県では、障がいのある方が企業等で実際の仕事を体
験しながら実践的な知識や技術を身につけ、雇用・就業
の促進が得られるよう、企業等に委託し短期の職業訓練
を実施しています。
障がいのある方の雇用をお考えの企業等で、職業能力や
適正を見極めたいときや雇用前に業務に必要は技術・技
能を修得させたいときは、是非、活用をお願いします
対象となる方や、訓練内容・期間等詳しくはお問合せくだ
さい。
問合せ先：県立西部高等技術校☎ 0856-22-2450

○戦後強制抑留者の皆様へ
シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の請求を受
け付けています。
対象：戦後強制抑留者で平成 22 年 6 月16日に日本国
籍を有するご存命の方
請求期間：平成 24 年 3 月31日まで
請求書の送付いたします。お手元に届いていない場合は
お問合せください。（受付時間：平日 9 時～ 18 時）
問：独立行政法人平和記念事業特別基金事業部
☎ 0570-059-204（IP 電話・PHS は 03-5860-2748）

ご案内

＊『新・手話教室 入門』より転載
＊発行：財団法人全日本ろうあ連盟発行

☎ 03-3268-8847

―障害者総合福祉法の骨格に関する提言 その１ ―
「ご存知のように障害者権利条約の批准に向けて、内閣府

に障がい者制度改革推進会議が設置され、当事者の意見や
声を反映させた意見書や提言が出されています。今年の 8
月 30日標題の提言が、推進会議の下の総合福祉部会から
出されました。

骨格提言の基礎には 2 つの指針があります。
1 つ目は、障害者権利条約です。条約の第 5 条には合理

的配慮の確保が求められ、又、19 条には「すべての障害者
が他の者と平等の選択の機会を持って地域社会で生活する
平等の権利」が謳われています。

2 つ目は、「基本合意文書」です。平成 22 年 1 月に国（厚
生労働省）と障害者自立支援法訴訟原告（71 名）との間で
結ばれました。「・・今後の障害者福祉施策が障害ある当事
者が社会の対等な一員として安心して暮らすことができるも

Sign･language手話コミュニケーション

今月の手話
『元気・頑張る』

握った両手を
同時に 2 回強
く下ろします

Consultation相談

◎幼児健診
2 月14 日（火）町民センター
１歳 6 ヶ月健診 H22.5.23 ～ H22.8.14 生まれの方
  ････････････････ 13：00 ～ 13：15
２歳児健診 H21.5.23 ～ H21.8.14 生まれの方
  ････････････････ 13：30 ～ 13：45
３歳児健診 H20.5.23 ～ H20.8.14 生まれの方
  ････････････････ 14：00 ～ 14：15
対象の方には通知します。通知が無い場合は、ご連絡く
ださい。上記の時間内に受付をお済ませください。
問：健康保険課☎ 72-0657

◎育児相談 ※各会場の子育て支援センターで行います

乳幼児の育児に関する相談、計測などを行います
2 月9日 （木） 日原保育園 ……………… 10:30 ～ 11:30
2 月 28日 （火） 直地児童館 ……………… 10:30 ～ 11:30
問：健康保険課☎ 72-0657

◎断酒会（アルコールに関する相談）
2月8日 （水） 町民センター ……………19:00 ～ 21:00
2月15日 （水） 山村開発センター ………19:00 ～ 21:00
2月22日 （水） 山村開発センター ………19:00 ～ 21:00
問：断酒会鹿足支部（中田至）☎ 090-9061-8012

◎こころの相談（要予約）
気分の落ち込み、物忘れなどの心配ごとがある方はお気
軽にご相談ください。（担当：松ヶ丘病院 吉田先生）
2 月 27日 （月） 保健福祉センターやまびこ 14:00 ～ 15:30
問：健康保険課☎ 72-0657

◆津和野共存病院（☎72-0660）
・月曜日 / 循環器内科（午前 / 第２・４月曜日）
整形外科（午後）
小児科予防接種・乳児検診（午後 / 予約制）

・火曜日 / 外科（午前）
・水曜日 / 小児科予防接種・乳児健診（午後 / 予約制）
・木曜日 / 外科（午前）耳鼻咽喉科（午後）
・金曜日 / 整形外科（午前 / 午後）
※内科 : 月～金曜日（午前）、木曜日（午後２時から開始）

（日本神経学会専門医）初診の場合要予約
※小児科 : 予防接種・乳児検診は 13 時より開始です。
※耳鼻咽喉科 : 木曜日午後 2 時 15 分より開始です。
※整形外科：月曜日の診療は午後 1 時より開始です。

◆日原診療所（☎74-0121）
・月曜日 / 内科（午前 / 午後）
・火曜日 / 内科（午前 / 午後）
　外科（第 1・3・5 火曜日、8 時半～9 時半）
　※受付は 9 時まで

・水曜日 / 内科（午前）消化器内科検査のみ（午前）
・木曜日 / 内科（午前）
・金曜日 / 内科（午前 / 午後）
・土曜日 / 内科（午前）　※第１･３･５
　　　　　泌尿器科（午前）第１･３･５
※泌尿器科の予約は 74－0121まで
※水曜日・土曜日は、午前のみです。
※診療日程は、変更する場合があります。

◆和﨑医院（☎72-0025）
・水曜日/肝臓病専門外来（日本肝臓学会専門医）/予約制
※当院では苦痛の少ない鼻からの胃カメラを行っています。
※循環器専門外来を行っています。
※リウマチ・膠原病専門外来を行っています。
※土曜日の午後は診療しています。

（14 時から17 時まで、ただし受付は 16 時 30 分まで）

◆つわぶき医院（☎72-3500）
・火曜日 / ペインクリニック15:00 ～ 18:00
・木曜日 / ペインクリニック9:00 ～ 12:30
※帯状疱疹後の疼痛や慢性の痛みでお悩みの方はご相談く
ださい。
※通常の診療も行います。

◎明るい生活相談所
2 月3日 （金） 山村開発センター ……… 9:30 ～ 14:30
2 月17日 （金） 山村開発センター ……… 9:30 ～ 14:30
問 : 津和野町社会福祉協議会☎ 74-1617

◎心配ごと相談
2 月1日 （水） 木部公民館 ……………… 9:00 ～ 11:30
２月３日 （金） 津和野町福祉センター … 13:30 ～ 15:00
２月10日 （金） 小川公民館 ……………… 9:00 ～ 11:00
２月10日 （金） 津和野町福祉センター …10:00 ～ 12:00
２月13日 （月） 畑迫公民館 ……………… 9:00 ～ 11:00
２月 24 日 （金） 津和野町福祉センター …10:00 ～ 12:00
問 : 津和野町社会福祉協議会☎ 72-1494

◎無料行政相談
2 月10日 （金） 津和野町福祉センター …10:00 ～ 12:00
2 月17日 （金） 山村開発センター ……… 9:30 ～ 14:30
2 月 24 日 （金） 津和野町福祉センター …10:00 ～ 12:00
問 : 総務財政課☎ 74-0028

◎無料人権相談
2 月3日 （金） 山村開発センター ……… 9:30 ～ 14:30
2 月10日 （金） 町民センター …………… 9:00 ～ 12:00
2 月17日 （金） 山村開発センター ……… 9:30 ～ 14:30
問 : 税務住民課☎ 74-0059

◎手話生活相談
2 月8日 （水） 役場本庁舎 …………… 13:30 ～ 16:00
2 月 22日 （水） 役場本庁舎 …………… 13:30 ～ 16:00
問 : 津和野町福祉事務所☎ 72-0672

◎無料法律相談（要予約）
2 月 17 日 （金） 保健福祉センターやまびこ 13:00 ～16:00
問・予 : 津和野町社会福祉協議会☎ 72-1494

◎健康相談
２月6日 （火） 山村開発センター ……… 13:30 ～ 15:30
２月 20日 （火） 山村開発センター ……… 13:30 ～ 15:30
問 : 健康保険課☎ 72-0657

◎生活支援（精神障がい）相談（要予約）
毎日の生活の悩みをお気軽にお話しください。相談日程に
ついては、相談したい方と話し合って決定します。
まずは、お気軽にお問合せください。
問・予約 : 津和野町福祉事務所☎ 72-0672

◎乳児健診
2 月7日 （火） 町民センター ………………13：00～13：30
H23.4.3 ～ H23.10.7 生まれで、対象の方には通知します。
通知が来ない時は、お問い合わせください。上記の時間内
に受付をお済ませください。
問：健康保険課☎ 72-0657

医療 Medical Consultation相談

のとするために最善
を尽くす」ことなど
が確認されていま
す。

平成24年経済センサス‐活動調査を実施します
経済センサス - 活動調査は、全ての企業・事業所を対象に、平成 24 年２月に実施します。
経済センサス - 活動調査は、我が国における産業構造を包括的に明らかにすることを目的
　とする政府の重要な調査で、統計法に基づいた報告義務のある基幹統計調査です。
調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）
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所得税の確定申告時期となりました。（2/16～３/15）
中国税理士会益田支部では、税理士記念日（2/23）行事の一
環として、「所得税、消費税の無料相談会」をつぎのとおり開催
しますので、お気軽にご相談ください。

税理士会による税の無料相談会の開催について

相談日時	 ：	 2月23日（木）9：00～16：00
場所	 ：	益田市部所属各税理士事務所内
問合せ先	 ：	中国税理士会益田市部

（竹中税理士事務所内/☎ 0856-31-1288

お詫びと訂正
先月１月号表紙の西暦表示に誤りがありました。正しくは 2012 年です。お詫びし
て訂正いたします。


